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教 育 委 員 会 規 則  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

高 知 県 教 育 委 員 会 聴 聞 手 続 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に

公 布 す る 。  

令 和 ５ 年 ７ 月 2 8日  

高 知 県 教 育 長  長 岡  幹 泰  

高 知 県 教 育 委 員 会 規 則 第 1 4号  

高 知 県 教 育 委 員 会 聴 聞 手 続 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

高 知 県 教 育 委 員 会 聴 聞 手 続 規 則 （ 平 成 ６ 年 高 知 県 教 育 委 員 会 規

則 第 ９ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 1 3条 第 １ 項 中 「 記 名 及 び 押 印 を し な け れ ば 」 を 「 記 名 し な け

れ ば 」 に 改 め 、 同 項 第 1 0号 中 「 そ の 他 」 を 「 前 各 号 に 掲 げ る も の

の ほ か 、 」 に 改 め 、 同 条 第 ２ 項 中 「 適 当 と 」 を 「 適 当 で あ る と 」

に 改 め 、 同 条 第 ３ 項 中 「 記 名 及 び 押 印 を し な け れ ば 」 を 「 記 名 し

な け れ ば 」 に 改 め る 。  

附  則  

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高 知 県 教 育 委 員 会 規 則  

◎ 高 知 県 教 育 委 員 会 聴 聞 手 続 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 


